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 建設工事等関係登録業者 各位 

                              新 潟 市 契 約 課 

 

一般競争入札及び電子入札の範囲拡大等について 
 
１ 一般競争入札の拡大 
  平成１９年４月１日から一般競争入札の範囲を拡大します。 
⑴ 入札方式の区分（予定価格） 

入札方式 建設工事 建設コンサルタント 
〇一般競争入札 1 千万円以上 

〇指名競争入札 1 千万円未満 

※一般競争入札の導入と対象範囲を検

討中 

  
２ 区役所の発注権限等 
 ⑴ 発注権限（予定価格） 

建設工事 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 備   考 

〇区役所 ５千万円未満 １千万円未満 

〇本庁（契約課） ５千万円以上 １千万円以上 

※従来，本庁発注だった学校

関係工事等は区役所の発注

(発注権限内で)になります。 

 
３ 電子入札対象工事等の拡大 
 電子入札対象工事等の範囲を拡大します。 
⑴ 実施時期と対象範囲（予定価格） 
実施時期(予定) 建設工事 建設コンサルタント 

〇平成 19 年 1 月 
・５千万円以上（一般競争入札）で実施済 

・３千万円以上（指名競争入札）で一部試行

・２千万円以上（指名競争入札）

で一部試行 

〇平成 19 年 4 月 
・５千万円以上（一般競争入札）で実施済 

・１千万円以上（一般競争入札）で一部試行

・１千万円以上で一部試行 

※入札方式は未定 

〇平成19年10月 
・１千万円以上（一般競争入札）で完全実施

・１千万円未満（指名競争入札）で一部試行

・１千万円以上で完全実施 

・１千万円未満で一部試行 

※入札方式は未定 

〇平成 20 年 4 月 全ての工事 全ての建設コンサルタント 

 
⑵ 電子入札の準備  
   電子入札に参加するためには，パソコン，インターネットのほかＩＣカード等が必要になり

ます。詳しくは，市ホームページをご覧ください。 
 
4 平成 19・20年度入札参加登録申請 
 ⑴ 申請時期等 

〇申請時期  ・平成 19 年 1 月上旬受付（予定）です。（期日は後日広報します。） 

〇申請方法 

・原則電子申請でお願いします。 

※パソコン，インターネットがない（理由）以外，紙申請は認めません。

 なお，平成 20 年 4 月(予定)から全て電子入札になりますので，紙申請

の場合は，電子入札に参加できませんのでご注意ください。 

   
５ 説明会について 
  電子入札対象工事等の拡大及び平成 19・20年度入札参加登録申請について，１１月～１２月
頃に説明会の開催を予定しています。 


